
 資 料 １  

 

柏 市 公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 業 務 条 例 の 一 部 改 正 （ 案 ） に つ い て  

 

１  改 正 理 由  

  現 行 の 柏 市 公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 の 委 託 手 数 料 （ 以 下 「 委 託 手  

 数 料 」 と い う 。 ） に つ い て は ， 柏 市 公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 業 務 条  

 例 （ 以 下 「 業 務 条 例 」 と い う 。 ） に お い て ， 市 長 が そ の 率 を 定 め  

 て い る こ と か ら ， 卸 売 業 者 は こ の 率 に 従 っ て 出 荷 者 等 か ら 委 託 手  

 数 料 を 徴 収 し て い ま す 。  

  平 成 １ ６ 年 ６ 月 ９ 日 に 改 正 さ れ た 卸 売 市 場 法 が 施 行 さ れ た こ と  

 に 伴 い ， 委 託 手 数 料 に つ い て は ， 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 卸 売 業  

 者 が 機 能 ・ サ ー ビ ス に 見 合 っ た 額 の 徴 収 を 行 う こ と が で き る よ う  

 に 弾 力 化 さ れ ま す 。  

  こ れ を 受 け て ， 柏 市 で は 委 託 手 数 料 に つ い て ， 卸 売 業 者 自 ら が  

 集 荷 力 や 経 営 状 況 等 に 応 じ て 額 を 定 め る こ と が で き る よ う 業 務 条  

 例 の 一 部 改 正 を す る 予 定 で す 。  

２  改 正 （ 案 ） の 内 容  

  業 務 条 例 の 一 部 改 正 （ 案 ） に つ い て は ， 別 紙 の と お り で す 。  


